
  

 

 

 

 

 

「道州制」で日本を救おう！ 

河井克行代議士は政治活動を始めた二十数年前から一貫して、「中央集権

体制の打破」と「官僚主導政治の打破」を訴えてきました。これらは河井代議士

が薫陶を受けた故・松下幸之助氏（財団法人松下政経塾創設者）の主張でもあ

ります。 

 時代に合わないあらゆる仕組みが土台から腐り始め、多くの日本人が国の行く

末に不安感と閉塞感を強く抱いているいま、「道州制」こそがこの国を建て直す原

動力だと河井代議士は信じています。 

 自民党道州制推進本部がまとめた「早わかり」を次に掲げます。 
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３月５日（月）朝、成人期の障害のある人々が働く作業所・事業所などで構成さ

れる「きょうされん」広島県支部の皆様が来所。河井克行代議士に『障害者福祉

についての新たな法制に関する請願書』の紹介議員の依頼をしました。障害者

小規模作業所をかねてより支援している河井代議士は快く承諾しました。 

前回総選挙の民主党マニフェストには「障害者自立支援法を廃止して、障害

者福祉制度を抜本的に見直す」と明記してあります。ところが現政権はマニフェス

トどころか、障害者自立支援法違憲訴訟の原告団・弁護団と厚生労働省が取り

交わした基本合意文書という公的な

約束も反故にする新たな法律を閣

議決定し、国会に提出しました。 

障害者とその家族に期待をさせる

だけさせておいて、選挙の約束を守

らない。“有言不実行”民主党政権

にまた一つ“実績”が増えました。 

ここでも民主党の“言うだけ番長”ぶりが露呈 

選挙公約破りの障害者福祉新法制定へ 
 

きょうされんの皆様から請願書を受け取る河井克行代議士 


